
医療法人啓誠会　デイサービスセンターやすらぎ
一般型通所介護　重要事項説明書

事業の目的
要介護の認定を受けられた方が、能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよ

う、必要な日常生活上のお世話や機能訓練を行います。そして、利用者様の社会的孤立感の
解消及び心身の機能の維持、並びに利用者様のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る
ことを目的とします。

運営方針
　　利用者様の要介護状態の改善、もしくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定
し、計画的にサービスを提供します。

　サービスの提供に当たっては、利用者様の心身の状態、希望、環境を踏まえて、通所介護計
画目標を立て、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した通所介護計画に
基づき、利用者様の機能訓練及び日常生活の自立に資する援助を懇切丁寧に行います。

事業所などの名称
　（１）名称　　医療法人啓誠会　デイサービスセンター　やすらぎ
　（２）所在地  京都市中京区壬生檜町１６－２２

職員の職種、員数
（１）管理者：介護福祉士　１名（常勤兼務）
（２）看護職員：６名（常勤兼務）
（３）生活相談員：４名（常勤兼務）
（４）介護職員：10名（介護福祉士含む常勤専従・兼務と非常勤兼務）
（５）機能訓練指導員：７名（看護職員常勤兼務６名・あん摩マッサージ指圧師非常勤１名）

営業日及び営業時間
（１）営業日：通常月曜日から土曜日まで。
（２）休業日：日曜日／1月1日～3日を含む年末年始休
（３）営業時間：午前８時30分から午後５時
　　　サービス実施時間：午前９時00分から午後４時

利用定員　　　合計　１単位　28名／日

事業の内容　
　　事業内容は通所介護計画に従ったサービス内容（心身の機能の維持回復を図り、日常生活
の自立に資するための機能訓練、日常生活上の世話等）とし、さらに食事の提供および必要
に応じて入浴介助、リフト浴介助を行います。

通常の事業の実施範囲
　　京都市上京区・中京区・下京区・南区・右京区（京北を除く）内で、
おおむね東西：堀川通り～天神川通り周辺　　南北：八条通り～丸太町通り周辺

利用料など



１．介護保険で定められた報酬額の１割、２割、3割の自己負担があります。
２．食費
３．その他実費（１）おむつ料　（２）その他必要な物品についても、利用者様の同意を得た

上で実費徴収します。　　　　
＊実費徴収についての詳細は別紙参照

緊急時・事故の際の対応
　利用者様の病状などが急変した場合や事故が発生した場合は、応急処置を行うとともに、速
やかに主治医もしくは併設診療所（啓誠会谷口医院）院長と連絡をとり、指示を受け、対応し
ます。また、ご家族様、ケアマネージャーにも状況を連絡するとともに、内容によっては市町
村、京都府、行政機関に報告します。
また、状況によっては損害賠償についての検討をします。

非常災害時対策
非常災害時対策については消防法規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害

に対する計画に則り、また消防法規第8条に規定する防火管理者を設置して万全に期します。

衛生管理
感染予防のため衛生管理の徹底、職員の健康状態の把握に努めます。感染症が発生した場合、
まん延防止のための措置を講じ医療衛生企画課の助言指導を求めます。

苦情対応
　事業所窓口、併設医院受付に要望・苦情受付箱を設置しております。文書による苦情のみなら
ず、いつでも窓口で応対しております。受付ました苦情については、その都度事業所内で協議し、
ご利用者様の立場に立って、速やかに対処します。苦情内容によっては行政窓口を紹介、報告しま
す。

＜苦情相談窓口＞
1. 医療法人啓誠会谷口医院　（窓口責任者：施設長　谷口増美）℡　075-314-8910

2. 医療法人啓誠会デイサービスやすらぎ　　　　℡　075-326-7666

3. 京都市上京区役所福祉介護課　　　　　　　　℡　075-441-5106

京都市中京区役所福祉介護課　　　　　　　　℡　075-812-2566

京都市下京区役所福祉介護課　　　　　　　　℡　075-371-7228

京都市南区役所福祉介護課　　　　　　　　　℡　075-681-3296

京都市右京区役所福祉介護課　　　　　　　　℡　075-861-1416

4. 京都府国民健康保険団体連合会　　　　　　　℡　075-354-9090

秘密保持
　サービスを提供する上で、知り得た利用者様、及びご家族に関する秘密を正当な理由なく
第三者に漏らしません。個人情報の取り扱いについては別途同意書にて詳細の確認を致します。

虐待防止に関する事項
　利用者様の人権を尊重し、虐待に関する研修を実施し防止に努めます。サービス提供時に当該事
業所による虐待や養護者（家族）による虐待を発見した場合は、迅速かつ適切な措置を講じます。
身体拘束



　利用者様の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束は行いません。
やむを得ず身体拘束を行う場合は、拘束の理由と詳細を記録します。

サービス利用上の留意事項
　1）必ずケアマネージャー等が策定した居宅介護支援計画書に沿って、通所介護計画をたて、

サービスを実施します。症状や状態によってはサービス内容が変更される場合もあります。
2)  職員の研究、研修の機会を計画的に設けサービスの質的向上を図ります。
3. 通所介護に関する記録を整備し、その完結の日から書類を5年間保存します。
4. 第三者評価は受けていません。

＜同意書＞

! 通所介護サービス提供開始にあたり、利用者様に対して契約書及び説明書に基づいて、
重要事項を説明し交付ました。

　　　　令和　　年　　月　　日　　　
　　　　　　　　　　　　事業所名：医療法人啓誠会デイサービスセンターやすらぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明者　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊ 私は通所介護の重要事項の説明を受け、サービスの提供を受け利用料を支払うことに同意しま
す。

令和　　年　　月　　日　　　

ご利用者　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　

代理人（続柄：　　　　　　　）
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　


